
事業主、ご担当者様へのお願い

全国健康保険協会 愛媛支部
協会けんぽ

従業員様の健診に協会けんぽの
「生活習慣病予防健診」をおすすめください1

お願い

協会けんぽの健診（生活習慣病予防健診）

+

総額18,865円の健診が協会けんぽの補助で

5,282円自己負担
最 高

愛媛県内の対象者(35歳以上の方)の 6割以上
毎年約15万人以上 の方が受診しています

新年度

詳しくは
こちらから

35歳～74歳の
被保険者の方

対 象

がん検査もプラス定期健診の項目

3月下旬に対象の
事業所宛に
案内を送付して
います

ご確認
ください！

けんぽNews
ニュース

職場内で掲示、回覧により皆さまにご周知ください。

令和7年

4月会協



協会けんぽ 愛媛支部の公式LINEを開設しました！
公式LINEでは健診やイベント情報を毎週お届け！
今すぐ友だち登録をお願いします。

友達
募集中！

健診を受けた後の行動こそが大切!
対象となる方へお声がけをお願いします!2

お願い

健診受診後の数値を確認！

生活習慣の
改善が必要な方

医療機関への
受診が必要な方

保健師・管理栄養士による無料の
｢特定保健指導｣の案内を事業所へ
お送りします｡
対象者へのご案内・日
程の調整をお願いし
ます。

｢要治療｣｢要精密検査｣の方へ ､
早期に受診いただけるよう事業主､
ご担当者様からのお声がけおよび受
診しやすい環境づくり
をお願いします。

詳しくはこちら詳しくはこちら

優良事業所の取組詳細は
こちらから

令和6年度 取り組み事例集（協会けんぽ 愛媛支部）

全国の事業所の取組は
こちらから

特定保健指導事例集（事業所版）

各施設の施設長を通じて対象者に呼びかけ
を行うことで、特定保健指導の対象となった
職員の全員が保健指導を受けるように！
勤務シフトの関係で、対面での保健指導が
難しい職員のためオンライン面談の環境も
整えました。

社会福祉法人西予総合福祉会
社会福祉事業

対象者全員に呼びかけ
オンライン面談を活用

取組1

取組2

健康診断後に重点を置き、保健指導のスケ
ジュール調整や二次検査費用を会社が負担
するしくみを社員へ積極的に告知。
現在は「社員の不調に早く気づき、会社全体
でフォローできるように」と社内の相談窓口
も設置しています。

株式会社 風土
総合建設業

二次検査費用を会社が負担
社内の相談窓口を設置

取組1

取組2

健康づくり優良事業所（支部長表彰）における実際の取組事例


